
○石垣市水産加工施設設置条例施行規則

令和元年7月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条　この規則は、石垣市水産加工施設設置条例(平成27年石垣市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定申請書等)

第2条　条例第7条の規則で定める申請書は、石垣市水産加工施設指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとす

る。

2　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)　法人である団体にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2)　法人でない団体にあっては、定款又は寄附行為に相当する書類及び代表者の身分証明書(市町村長が発行す

るものに限る。)

(3)　前事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申

請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(4)　直前3年間の損益計算書

(5)　役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類

(6)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業報告書)

第3条　条例第10条の事業報告書は、次に掲げる事項を記載して提出するものとする。

(1)　石垣市水産加工施設(以下「加工施設」という。)の管理運営に関する業務(以下「業務」という。)の実施

状況

(2)　業務に係る収支状況

(3)　加工施設の利用状況

(4)　前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第4条　この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。



別記様式(第2条関係)
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